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日米貿易協定の発効：概要および利用上の注意点 

 はじめに 

日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定が 2020 年 1 月 1 日より発効となった。日米貿易協定においては、日本が

他国と締結した自由貿易協定（FTA）や経済連携協定（EPA）と同様、物品の貿易について協定に定められた条件を

満たした原産品に対して、通常よりも低い税率（特恵税率）での輸入が認められるようになる。特恵税率は物品の種

類により異なるが、これまで有税品で輸入していた日本及び米国の産品について、協定の発効日より関税が無税、

あるいは年次で段階的に引き下げられるようになる。 

今回の協定において関税が引き下げられた品目は限定されており、また日米間で対象品目が大きく異なっている。

日本の輸入においては米国産の牛肉やチーズ、ワインなどの一部の農産品や加工食品が主な対象になっており、対

象品目に対して既に発効済みの環太平洋パートナーシップ（CPTPP）の税率と同様の関税引き下げを行う。また急

激な輸入の増加を防ぐため、一定の輸入数量を超えた一部の品目に対して高関税を課すセーフガード措置や、関税

割当枠が適用される。一方米国での輸入においては日本産の工作機械や鉄道部品などの一部の工業品に対して関

税引き下げが行われるが、完成車や自動車部品は含まれておらず、協定上は関税の撤廃に向けて更に交渉する、

という記載になっている。 

 日米貿易協定における関税引き下げの例 

(1) 米国産品を日本に輸入する場合 

品目 HS コード 基準税率 日米貿易協定の特恵税率 

牛肉 0201 38.5％ 1 年目は 26.6％、以降段階的に関税を削減

し 15 年目以降は 9％ 

豚肉（枝肉及び半丸枝肉） 

 

020311.020-032 361 円／kg、または差額関

税（課税価格により適用が

異なる） 

1 年目は 1kg につき（393 円 x1.019‐課税

価格）か 93.75 円のいずれか低い税率。以降

段階的に関税を削減し 9 年目以降は 1kg に

つき（393 円‐課税価格）か 37.5 円のいずれ

か低い税率 

020311.040 4.3％ 1 年目は 1.9％、以降段階的に関税を削減

し、9 年目以降は無税 

フレッシュチーズ 040610.020 22.4％ 1 年目は 19.6％、以降段階的に関税を削減

し、15 年目以降は無税 

オレンジ 080510.000 16％または 32％ 1 年目は基準税率の 1／3 を削減、5 年目以

降は無税（一部例外あり） 

落花生（殻を除いたもの） 120242.091 10％ 即時撤廃 

ボトルワイン 220421.020 15％または 1 リットル 125
円のいずれか低い税率 

ただし 67 円より低いとき

は、その従量税率 

1 年目 8.5％（ただし 125 円／L の重量税率

より高いとき、または 35.73 円／L の重量税

率より低いときは、その従量税率）、以降段階

的に関税を削減し、7 年目以降は無税 
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(2) 日本産品を米国に輸入する場合 

品目 HS コード 基準税率 日米貿易協定の特恵税率 

エアコン部品 84159080 1.4％ 即時撤廃 

レーザー成型機 
（3D プリンター含む） 

84561110 3.5％ 即時撤廃 

マシニングセンター 84571000 4.2％ 1 年目 1.2％、2 年目以降は無税 

燃料電池 85068000 2.7％ 即時撤廃 

サングラス 90041000 2％ 即時撤廃 

グランドピアノ 92012000 4.7％ 1 年目 1.7％、2 年目以降は無税 

 

 日米貿易協定の特恵税率利用上の注意点 

日米貿易協定の特恵税率の適用については、日本が他国と締結した自由貿易協定（FTA）や経済連携協定（EPA）
と同様、協定に定められた条件を満たした原産品に対してのみに適用される。 

1）原産地の基準を満たしているかの確認 

例えば工業品などを米国に輸出する際、一部日本産品ではない原材料が含まれることも想定されるが、協定に定め

た実質的変更基準を満たした加工が行われている場合は日本原産品となるため、加工した後に日本原産になるの

かどうかの判断が必要になる。加工した製品に非原産材料が含まれていないか、含まれている場合は協定に記載さ

れた品目の原産地基準を満たしているか、確認する必要がある。 

2）特恵税率適用に必要な書類 

当協定では、貨物の輸入者が原産品申告書及びその明細を作成し、税関に提出することで特恵税率を適用すること

ができる（日本国税関の 2019 年 12 月付の資料 1より）。従って日本の輸入において当協定に記載されている農産

品の特恵税率を適用したい場合は、日本の輸入者が米国産品の輸入の際にその関連書類を準備しておく必要があ

る。書類に不備がある場合や、原産品であることを十分に証明できない場合、税関が特恵税率を否認することも考え

られる。関税コンプライアンスの観点から、特恵税率の適用を行おうとする輸入者は、原産品であることを証明するた

めの情報を予め輸出者等から入手し、確認しておくことが重要になる。 

3）コンプライアンス対応 

今回の協定では関税削減の対象となる品目数は限られており、類似した品目では適用できない可能性もある。輸出

入を行う製品が協定に記載の対象 HS コードに該当しているのか、特に加工品の場合は当協定記載の品目の原産

地規則を満たしているか、判断が難しい場合があるため、慎重に確認を行う必要がある。税関から否認されるリスク

を回避するため、必要に応じて税関当局への事前教示を利用することも考えられる。 

また、原産地の申告は適正であったかについて、税関が輸入者に情報を要求することが当協定で定められている。

特恵税率を利用して輸入した後も税関が確認を行うことが考えられるため、過去に当協定を使って輸入通関した分に

ついても、原産地に関する関連書類の適切な保管や情報の管理を行うことが求められることになる。 

 

（東京事務所 パートナー 手塚 崇史／シニアマネジャー 松尾 晶） 

  

                                                           

1 資料：https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/jpus_Siryo.pdf 

https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/jpus_Siryo.pdf
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 
www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan 
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Tel 03-6213-3800（代） 
 
email tax.cs@tohmatsu.co.jp 
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